
施設でワイヤレスマイク（無線機器）をご使用の皆様へ
2005 年の電波法関連法令である無線設備規制において、無線設備のスプリアス発射（必要周波数帯の外側に発射される不要な電波）の強度の許容値が改正されました。
ワイヤレスマイクについても対象で、旧スプリアス規格の無線機器は早期に新スプリアス規格に準じた無線機器に対応していく必要があります。

詳しくは総務省ホームページまで https://www.tele.soumu.go.jp/index.htm
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詳細は当社HPへスピーカー付きマイクはこのようなシーンに便利です。
非常口

【避難誘導で】 【体育館で】 【校外実習で】 【観光案内で】

大声を出さずに
誘導や指示が
出来ます

軽量で持ち運びやすく
長時間（連続６時間）
使用が可能です。


